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学 部 一 般 内 規  

  

１９５６年 ４月 １日 改 正 １９９５年 ４月 １日 改 正  

１９５９年 ４月 １日  〃  １９９６年 ４月 １日  〃   

１９６０年 ４月 １日  〃  １９９７年 ４月 １日  〃   

１９６２年 ４月 １日  〃  １９９８年 ４月 １日  〃   

１９６５年 ４月 １日  〃  １９９９年 ４月 １日  〃   

１９６９年 １月１１日  〃  ２０００年 ４月 １日  〃   

１９７３年 ４月 １日  〃  ２００３年 ４月 １日  〃  

１９７５年 ４月 １日  〃  ２００４年 ４月 １日  〃  

１９７６年 ４月 １日  〃  ２００５年 ４月 １日  〃  

１９７７年 ４月 １日  〃  ２００８年 ４月 １日  〃  

１９７８年 ４月 １日  〃 ２００９年 ４月 １日  〃  

１９７９年 ４月 １日  〃 ２０１３年 ４月 １日  〃  

１９８０年 ４月 １日  〃 ２０１４年 ４月 １日  〃  

１９８３年 ４月 １日  〃 ２０１５年 ４月 １日  〃 

１９８３年１１月１０日  〃 ２０１９年 １月３１日  〃 

１９８４年 ４月 １日  〃 ２０１９年 ４月 １日  〃 

１９８９年 ４月 １日  〃 ２０２０年 ４月 １日  〃 

１９９０年 ４月 １日  〃 ２０２１年 ４月 １日  〃 

１９９２年 ４月 １日  〃 ２０２２年 ４月 １日  〃 

１９９３年 ４月 １日  〃 ２０２４年 ４月 １日  〃 

１９９４年 ４月 １日  〃  

 

学  年  暦 

 別に定める「学年暦」は，年間の行事を示し特別の通知・掲示がない限り，このとおり行われる。

行事の詳細については，その都度指示する。 

 

学 籍 番 号 

 １  学生には，入学と同時に学籍番号が付与され，在学する期間を通じて変わらない。 

 ２  第 2年次転入学生及び編入学生には，第 2年次生の入学年度を冠した学籍番号が付与される。   

３  第 3年次転入学生及び編入学生には，第 3年次生の入学年度を冠した学籍番号が付与される。 

 ４  再入学生には，再入学を許可された年次に該当する入学年度を冠した学籍番号が付与される。 

 

学  生  証 

 １  学生証は，本学の学生であることを証明するもので，常に携帯しなければならない。 

 ２  学生証は，卒業，退学及び除籍の場合は，直ちに返納しなければならない。 
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ならない。ただし，課外活動のため受験できない場合，追試験願は事前に提出し承認を受けな 

ければならない。 

(3)  追試験願には，当該試験を受験できなかった事由を証明する書類を添付しなければならない。 

  必要な証明書類は別に定める。 

(4)  追試験ごとに 1,000円の追試験料を納入しなければならない。 

 

届 書 ・ 願 書 

届書及び願書には，次のようなものがある。 

 １  届   書 

  (1) 欠 席 届 授業科目担当者名明記，理由書（診断書等）添付のこと。 

  (2) 改 姓 （ 名 ） 届 戸籍抄本添付のこと。 

(3) 性 別 変 更 届 戸籍抄本添付のこと。 

  (4) 住 所 変 更 届  

  (5) 連帯保証人変更届 新旧連帯保証人併記のこと。 

 ２  願   書 

  (1) 休 学 願  理由記載，適宜証明書類添付のこと。   

  (2) 退 学 願  理由記載のこと。 

  (3) 再  入  学  願  理由記載のこと。 

  (4) 通 称 名 使 用 願 診断書添付のこと。 

  (5) 旧 姓 名 使 用 願 戸籍抄本等，旧姓名を確認できる証明書類添付のこと。 

  (6) 在 学 留 学 願  留学する大学の入学許可書添付のこと。 

  (7) 転学部・転学科願  理由記載のこと。 

  (8) 追 試 験 願  理由及び受験科目名記載のこと。 

 以上の各種届書及び願書は，所定様式により提出する。必要によっては，当該学部教授会の審議を

経て処理される。 

 教室使用願，物品使用願等は，願い出責任者を明記のうえ，教育支援機構教務部に提出すること。 

 

再  入  学 

 １ 退学日又は除籍日から 5年以内は，当該学部教授会の審議を経て，再入学を許可する。5年を経 

  過したときは，試験のうえ，教授会の判定によって再入学を許可する。 

 ２ 再入学の時期は，学期の始めとする。 

 ３ 再入学を許可する学部・学科等は，退学又は除籍時の学部・学科等とする。ただし，退学又は 

  除籍時の学部・学科等が存在しない場合及び学生募集が停止されている場合は，当該学生の再入 

学願を審議する学部教授会は，学長が指定する。 

 ４ 再入学を許可する年次，修業年限及び在学年限は，再入学前に在籍していた期間により定める。 

 ５ 再入学生の教育課程は，再入学を許可された年次に在籍する学生と同様とする。 
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 ３  学生証を紛失したときは，直ちに届け出て再交付を受けなければならない。ただし，別に定 

  める手数料を納入することを要する。 

 ４  学生証は，他人に貸与又は譲渡してはならない。 

 

履修科目の登録 

 １  履修する科目は，学年暦に定められた期間に登録しなければならない。ただし，在学留学が認 

  められた場合は，これによらないことがある。 

 ２  合格となった科目は，再度登録履修することはできない。 

３  各年次で登録履修できる単位数は，春学期及び秋学期合計 50単位に満たない範囲内において学 

部の定めるところによる。 

 ４  前項の規定にかかわらず，転入学生及び編入学生の登録履修できる最高単位数は，学部の定め 

るところによる。 

 

成 績 評 価 

１ 成績評価は，学年暦に定められた期間に実施される期末試験，期末試験以外の評価に基づき，

多面的に行われる。 

 ２ 成績は，成績原簿に記録される。 

 ３ 不合格となった科目を再履修し，合格となった場合は，直近の不合格の評価のみ改変される。 

 

期 末 試 験 

 １  受験上の注意 

  (1) 学費未納のままでは受験できない。 

  (2)  未登録の授業科目は，受験できない。 

  (3)  授業日数の 3分の 2以上の出席がない場合は，科目担当者の判断によって，受験資格を取り 

    消すことがある。 

  (4) 試験には，必ず学生証を持参しなければならない。 

  (5)  試験に 15分以上遅刻した者は，受験を許さない。また，試験開始後 30分経過するまでは退 

   室できない。 

(6)  試験にかかる不正行為があって，当該学部教授会がそれを認定した場合は，その試験が実施 

  された学期中の全科目を不合格とし，これを公表する。ただし，当該学部が定める科目につい 

 ては除く。 

  (7) その他試験に関する注意事項等は別に定める。 

  (8) 上記(1)から(7)の注意事項は期末試験以外の評価に適用することがある。 

 ２  追  試  験 

(1)  病気又はやむを得ない事由のために，期末試験又は学部教授会が認める期末試験以外の評価 

  を受けることができなかった者に追試験を行うことがある。やむを得ない事由は別に定める。 

(2)  受験希望者は，追試験願を，当該科目試験日の翌日から起算して 3日以内に提出しなければ 
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ならない。ただし，課外活動のため受験できない場合，追試験願は事前に提出し承認を受けな 

ければならない。 

(3)  追試験願には，当該試験を受験できなかった事由を証明する書類を添付しなければならない。 

  必要な証明書類は別に定める。 

(4)  追試験ごとに 1,000円の追試験料を納入しなければならない。 

 

届 書 ・ 願 書 

届書及び願書には，次のようなものがある。 

 １  届   書 

  (1) 欠 席 届 授業科目担当者名明記，理由書（診断書等）添付のこと。 

  (2) 改 姓 （ 名 ） 届 戸籍抄本添付のこと。 

(3) 性 別 変 更 届 戸籍抄本添付のこと。 

  (4) 住 所 変 更 届  

  (5) 連帯保証人変更届 新旧連帯保証人併記のこと。 

 ２  願   書 

  (1) 休 学 願  理由記載，適宜証明書類添付のこと。   

  (2) 退 学 願  理由記載のこと。 

  (3) 再  入  学  願  理由記載のこと。 

  (4) 通 称 名 使 用 願 診断書添付のこと。 

  (5) 旧 姓 名 使 用 願 戸籍抄本等，旧姓名を確認できる証明書類添付のこと。 

  (6) 在 学 留 学 願  留学する大学の入学許可書添付のこと。 

  (7) 転学部・転学科願  理由記載のこと。 

  (8) 追 試 験 願  理由及び受験科目名記載のこと。 

 以上の各種届書及び願書は，所定様式により提出する。必要によっては，当該学部教授会の審議を

経て処理される。 

 教室使用願，物品使用願等は，願い出責任者を明記のうえ，教育支援機構教務部に提出すること。 

 

再  入  学 

 １ 退学日又は除籍日から 5年以内は，当該学部教授会の審議を経て，再入学を許可する。5年を経 

  過したときは，試験のうえ，教授会の判定によって再入学を許可する。 

 ２ 再入学の時期は，学期の始めとする。 

 ３ 再入学を許可する学部・学科等は，退学又は除籍時の学部・学科等とする。ただし，退学又は 

  除籍時の学部・学科等が存在しない場合及び学生募集が停止されている場合は，当該学生の再入 

学願を審議する学部教授会は，学長が指定する。 

 ４ 再入学を許可する年次，修業年限及び在学年限は，再入学前に在籍していた期間により定める。 

 ５ 再入学生の教育課程は，再入学を許可された年次に在籍する学生と同様とする。 
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 ３  学生証を紛失したときは，直ちに届け出て再交付を受けなければならない。ただし，別に定 

  める手数料を納入することを要する。 

 ４  学生証は，他人に貸与又は譲渡してはならない。 

 

履修科目の登録 

 １  履修する科目は，学年暦に定められた期間に登録しなければならない。ただし，在学留学が認 

  められた場合は，これによらないことがある。 

 ２  合格となった科目は，再度登録履修することはできない。 

３  各年次で登録履修できる単位数は，春学期及び秋学期合計 50単位に満たない範囲内において学 

部の定めるところによる。 

 ４  前項の規定にかかわらず，転入学生及び編入学生の登録履修できる最高単位数は，学部の定め 

るところによる。 

 

成 績 評 価 

１ 成績評価は，学年暦に定められた期間に実施される期末試験，期末試験以外の評価に基づき，

多面的に行われる。 

 ２ 成績は，成績原簿に記録される。 

 ３ 不合格となった科目を再履修し，合格となった場合は，直近の不合格の評価のみ改変される。 

 

期 末 試 験 

 １  受験上の注意 

  (1) 学費未納のままでは受験できない。 

  (2)  未登録の授業科目は，受験できない。 

  (3)  授業日数の 3分の 2以上の出席がない場合は，科目担当者の判断によって，受験資格を取り 

    消すことがある。 

  (4) 試験には，必ず学生証を持参しなければならない。 

  (5)  試験に 15分以上遅刻した者は，受験を許さない。また，試験開始後 30分経過するまでは退 

   室できない。 

(6)  試験にかかる不正行為があって，当該学部教授会がそれを認定した場合は，その試験が実施 

  された学期中の全科目を不合格とし，これを公表する。ただし，当該学部が定める科目につい 

 ては除く。 

  (7) その他試験に関する注意事項等は別に定める。 

  (8) 上記(1)から(7)の注意事項は期末試験以外の評価に適用することがある。 

 ２  追  試  験 

(1)  病気又はやむを得ない事由のために，期末試験又は学部教授会が認める期末試験以外の評価 

  を受けることができなかった者に追試験を行うことがある。やむを得ない事由は別に定める。 

(2)  受験希望者は，追試験願を，当該科目試験日の翌日から起算して 3日以内に提出しなければ 
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転学部・転学科 

 １  転学部及び転学科は，やむを得ない事情の生じた場合に限り，第 2年次から第 3年次に進むと 

  き，関係学部教授会の審議を経て許可することがある。なお，学部教授会が特に必要と認めた場 

  合は，第 1年次から第 2年次に進むときも当該学部内において転学科を許可することがある。 

 ２  いったん転学部・転学科を許可した学生の再転学部・転学科は認めない。 

 ３  転学部・転学科願書の受付期限は秋学期講義最終日とし，許可決定の時期は，当該年度の終わ 

  りとする。 

 

学 士 入 学 

 学士入学は，転入学・編入学試験を受けなければならない。ただし，本学卒業生は，同一学部学科

への学士入学は認められない。 

 

免許資格課程登録料 

 １ 免許資格課程を登録する者は，次の各号の免許資格課程登録料を納入しなければならない。 

(1) 教 職 課 程 30,000円 

(2) 博物館学芸員課程 10,000円 

(3) 図書館司書課程 10,000円 

２ 免許資格課程登録料の詳細は，別に定める。 

 

教 育 実 習 費 

 教育実習を登録する者は，登録と同時に実習費を納めなければならない。 

 

諸  会  費 

 本学が代理徴収を行う学会，父母会及び卒業生団体の諸会費は，所定の期日までに納入しなければ

ならない。 

 

定 期 健 康 診 断 

学生は，毎年，学期始めに行う定期健康診断を必ず受けなければならない。疾病その他やむを得な 

い理由によって定期健康診断を受けることができなかった者は，その理由のなくなった後，速やかに

受けなければならない。 

 

   附 則 

 この内規は，2024年 4月 1日から施行する。 


